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鶴
実
弟
九
十
五
号三

朝
町
清
糠
集
埠
が
全
部
改
正
に
つ
い
て

次

の

と

A

･

b

三

朝

町

汁

樽

典

例

の

全

部

を

改

正

す

る

こ

と

に

つ

い

て

'

地

方

蹟

準

盗

(

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

)

　

第

九

十

六

条

弟

一

項

の

規

定

に

よ

ゎ

'

本

散

会

､

の
棒
銀
を
求
埼
る
｡

昭

和

四

十

四

年

九

月

二

十

鎚

日
王
威
町
長

坂

　

　

　

出

｢
一

栗
四
冶
望
九
月
毒
九
自
席
容
可
決

東
町
壊
せ
議
長
　
失
同
番
纏
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三
朝
町
衆
例
解

卑

こ
､
･

>

写

･

朝

　

町

　

滑

　

府

　

条

　

例

三
朝
町
清
掃
条
例
(
昭
和
-
こ
↑
-
-
軒
餅
-
八
号
)
の
芸
を
攻
寄
る
¢

(

日

的

)

㌔

竺
条
　
と
の
条
例
は
､
清
掃
法
(
昭
-
十
九
年
法
讐
芸
十
毒
o
以
.
f
･
r
法
｣
と
S
b
r
)
に

基
づ
き
町
民
の
協
力
-
ゎ
､
汚
物
-
生
約
に
讐
王
､
-
醗
誓
指
針
L
i
i
J
･
こ
{
J
;
L
と
に
ょ

.
s
h
､
公
衆
衛
生
の
向
上
を
寧
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
｡

(
汚
働
容
器
の
設
慢
)

竺
免
鋲
の
東
宝
登
る
特
別
潤
滑
地
域
内
-
地
又
は
魂
物
の
-
…
一
軍
宗
た
い
岩

等

誓

言

)

.
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｣

と
S
㌢
)
を
備
え
各
別
把
で
み
を
幾
め
焚
け
れ
魔
頂
ら
な
い
3

●

2
　
釣
項
の
汚
物
野
卑
に
誓
次
忙
掲
げ
る
も
の
露
人
し
て
拭
怒
ら
怒
S
o
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l
　
法
定
伝
染
病
患
者
の
耕
せ
つ
物
の
村
冶
し
た
も
の
で
讐
警
告
孜
い
も
の

こ
　
土
砂
､
瓦
れ
き
､
雑
草
特
で
燃
え
丑
S
も
の

三
　
番
物
の
匪
品
等
で
容
構
文
誓
讐
澱
の
大
き
怒
も
の

四
　
爆
菟
物
､
そ
の
他
危
険
性
の
凝
る
も
の
及
び
紘
な
誓
苧
γ
＼
誓
,
.
を
望
-
や
G
の

3
　
町
長
性
と
み
の
穏
類
に
よ
り
､
各
別
賢
･
れ
を
収
容
-
完
的
慧
･
L
.
 
+
.
誓
誓
蒜
誓
し
こ
闇
以

上
の
汚
物
容
轟
を
備
え
苔
せ
る
こ
と
が
で
･
F
v
･
H
Q
.

(
汚
物
容
器
等
の
維
持
管
即
)

聖
姦
　
津
浄
義
務
者
性
､
汚
物
慧
完
-
唇
陀
う
い
て
､
l
t
7
･
･
:
-
勇
人
､
讐
蒜
莞
J
=
 
'
慧
-

み
及
び
再
生
客
虫
の
出
入
を
防
止
す
る
と
と
も
托
,
紹
-
＼
県
警
-
故
等
為
等
芸
梧
生

的
管
理
忙
つ
と
め
1
か
つ
､
そ
の
周
辺
及
び
絡
苧
哲
竪
記
し
て
､
汚
軌
の
猿
山
作
興
に
丈
陸
の
な

/

い
よ
う
忙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
¢

(
汚
物
容
串
の
親
韓
､
設
塔
場
所
の
開
場
i
)

ヽ

第
四
条
　
町
長
紘
軒
別
滑
掃
地
域
内
作
か
!
て
､
現
撃
芸
義
援
が
あ
る
と
寵
め
る
と
き
綻
汚
物
客

車
の
大
き
卓
を
規
制
し
,
又
は
改
置
場
所
を
削
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
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(
動
物
飼
育
場
の
清
潔
保
持
)

聖
餐
特
別
蹄
霊
域
内
-
い
て
-
-
-
る
-
､
-
場
所
の
清
潔
を
保
持
L
t
衛

生
専
虫
の
発
生
防
止
及
び
そ
の
-
並
び
陀
-
め
-
防
止
-
と
め
-
れ
ば
言
霊
｡

(
犬
､
ね
こ
等
の
死
恥
打
席
巴

雲
集
言
霊
-
,
求
,
ね
-
の
死
体
-
ら
処
舟
す
る
こ
と
が
T
t
&
…
き
誓
凝
滞

な
く
町
長
托
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(
自
己
処
分
の
基
準
)

聖
典
　
芸
慧
老
壮
､
そ
の
土
地
叉
拭
建
物
内
の
汚
物
の
-
､
焼
却
憲
等
の
方
紘
紅
よ
り

メ

容
雷
衛
生
的
-
舟
が
で
奪
る
も
の
誓
-
べ
L
m
ら
処
等
為
よ
う
に
つ
と
め
る
と
と
も

に
,
自
ら
賢
し
芸
汚
物
-
い
-
町
の
行
-
汚
物
の
-
及
び
処
分
陀
協
力
し
畏
れ

l

(

ば
な
ら
な
い
｡

2
霊
の
汚
物
の
自
己
処
分
忙
当
た
っ
て
誓
滑
掃
法
施
行
令
(
昭
-
十
九
年
政
令
警
八
十

ヽ三
号
)
酪
二
条
の
義
埠
-
ゎ
帝
生
的
に
処
珪
し
-
れ
ば
-
な
霊

(
多
食
汚
物
の
処
理
)



千二十~`十十一日.丁一~..丁十で

守

霧
<
条
　
浜
第
七
弟
の
規
定
に
よ
妙
運
搬
文
法
処
分
恕
墳
ず
る
･
)
､
=
が
.
で
平
去
多
党
汚
物
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寵
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Q
と
お
わ
･
と
す
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ご

み

､

燃

え

が

ら

及

び

汚

で

い
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一

日

平

均

五

十

キ

ロ

グ

ラ

ム

以

上

叉

は

t

時

に

五

首

キ

ロ

グ

,

ラ
ム
以
上
排
出
す
る
も
の

二
　
前
号
の
ほ
か
収
簸
作
薬
を
紹
抱
陀
す
る
も
の

I

(
処
理
の
委
託
)

夢
九
条
　
清
掃
義
務
者
が
､
前
条
の
汚
物
を
自
ら
処
外
で
㌧
恵
q
l
r
l
t
当
た
浅
瀬
>
1
/
あ
る
と
I
l
･
怯
､
そ
O

都
政
町
長
陀
寄
託
す
る
こ
･
1
)
が
:
J
煎
る
｡

･
爵
十
ノ
集
注
野
ハ
轟
の
軌
定
陀
よ
わ
､
運
搬
又
比
処
分
守
備
ず
る
こ
と
が
で
-
蒜
抹
汚
物
叱
､
沢
O
と
お

･
s
h
と
す
る
｡
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四
J
●

有
事
性
物
質
を
有
す
る
も
の

比
改
は
だ
し
S
義
兵
を
発
す
る
も
の

免
震
姓
を
有
す
る
も
の

前
各
号
の
ほ
か
滑
掃
作
業
を
尉
難
陀
す
る
も
の
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丁

(
汚
物
取
改
案
の
許
可
)

第
十
妄
′
鋲
第
十
五
衆
望
項
の
規
定
に
よ
り
,
汚
物
取
扱
菜
箸
(
以
下
]
･
#
数
業
者
｣
と
い
う
○

忙
な
ろ
う
と
す
る
も
の
誓
次
の
拳
現
を
記
鵜
し
た
申
請
零
を
提
出
し
て
､
露
可
を
受
竹
夜
け
れ
は

洩

ら

恵

S

一

｡
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l
　
捷
所
､
氏
名
(
法
人
陀
あ
っ
て
誓
そ
G
.
名
称
､
瀬
境
地
､
代
警
完
璧
t
T
h
こ
の
萌
せ
発
散

の

等

を

添

付

す

る

こ

と
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〓
　
営
業
所
の
所
在
地
.

三
　
取
扱
汚
物
の
周
別
滋
び
に
収
集
適
地
及
び
処
分
の
馴

四
　
日
血
阜
そ
の
他
か
も
改
作
共
用
典
の
穣
類
及
び
数
盟

五
　
従
業
負
の
数

未
　
収
簸
､
避
放
及
び
処
分
の
方
法
並
び
に
作
禁
計
画

ヽ

七
　
作
美
区
域
､
受
持
戸
数
及
び
7
日
作
養
能
力
　
　
　
　
　
　
,

2
.
前
項
琴
二
毒
､
慧
つ
､
警
ハ
考
及
び
第
七
号
の
轟
渇
望
還
し
よ
‥
言
こ
と
～
-
J
誓
;
Y
の
B
,
.
 
3
.
顔



を
具
し
事
前
に
町
長
の
殊
譜
を
碍
夜
け
れ
ば
怒
ら
な
S
c

･
L
7
　
由
.
1
損
耗
l
号
鎧
二
号
及
び
埼
_
五
号
の
軍
旗
に
密
兜
が
塾
,
つ
た
と
き
は
､
五
日
以
内
.
 
k
.
町
桟
竺
摘

出
怒
け
れ
ば
怒
ら
な
い
o

(
許
可
転
の
棄
村
)
一

筋
十
二
兵
　
衛
頼
り
昆
擢
控
よ
り
,
搬
望
先
着
を
許
町
し
た
と
･
A
I
L
l
虹
､
町
長
は
禰
憤
怒
付
し
て
許
可
軍
.
1
3

交
付
す
る
｡

血

2
　
由
無
十
五
粂
第
二
義
の
規
京
に
よ
る
し
鹿
堰
典
桝
蛮
e
r
こ
え
て
誓
t
J
･
ら
攻
い
鋸
は
'
十
八
ガ
ツ
ー

ル
に
つ
竜
二
十
七
円
と
す
る
｡
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5
　
取
扱
尭
者
は
'
窮
-
街
の
許
可
証
を
亡
失
又
は
重
視
し
た
と
峯
t
f
r
怒
ち
誓
ヤ
の
虎
由
を
躍
現
し
＼

町
長
綻
届
出
て
再
焚
付
を
帯
川
け
攻
け
れ
ば
怒
ら
据
わ
o

/点
サ
三
条
　
町
掻
虹
､
･
A
J
t
誓
雪
空
1
J
蒜
･
T
綬
讐
警
只
が
､
次
の
各
や
五
言
遠
当
す
る
･
L
-
転
､
営
発

一

の
許
可
d
J
取
消
し
､
又
i
j
.
誓
準
の
僻
止
を
命
ず
る
と
と
が
で
き
る
′
i
a
.

l
　
卵
価
法
令
及
び
こ
!
　
;
.
_
･
.
I
.
.
'
･
J
L
二
､
･
.
･

こ
　
〉
町
革
め
指
示
に
従
わ
薮
か
つ
一
7
7
)
き
｡

三
　
そ
の
他
町
長
灯
か
S
て
不
適
当
と
褒
め
た
と
き
｡



(
営
巣
の
休
止
及
び
韓
止
)f

薮
十
四
条
　
取
扱
業
者
i
f
r
そ
の
営
菜
の
全
部
又
は
l
部
を
休
止
叉
柱
醗
止
し
ょ
う
と
す
る
と
き
拭

そ
の
理
由
を
具
し
て
十
五
日
前
ま
で
托
町
長
に
届
出
夜
け
れ
ほ
な
ら
夜
S
o

(
汚
物
取
扱
手
数
料
)

第
十
五
条
　
法
空
耳
発
の
級
定
に
工
か
汚
物
の
警
対
及
作
聖
二
慧
こ
､
酒
塙
琉
転
勤
か
ら
次
の

手
数
料
を
徴
収
す
る
｡

t
故
　
　
普
通
世
帯

二
級
　
　
串
我
所

三
轡
r
　
轟

四
敬
　
　
商
工
業
者

､
五
親
　
　
族
銀
幕
老

T
箇
月
当
た
り

｢
u■〃ガ

大

破

　

嶺

院

七

敬
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)

l
:
E
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E
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･
･
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三
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円

　

J

二
千
円
ノ
　
ダ

四

千

円

　

ダ

ー
J
r
二
.
I
i
惰
　
〟

･
1
.
(
千
円
　
ガ

五
十
円
.
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(
手
数
料
の
淑
免
)

･
筋
+
六
条
　
町
長
は
､
天
災
そ
の
他
僻
別
の
理
由
が
警
わ
と
認
め
1
J
･
｡
{
･
･
L
は
､
鵡
柴
の
規
環
に
よ
る
手

数
料
を
城
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
O

(
大
樹
除
)

i
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･
]
十
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束
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.
i
i
l
第
で
六
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･
･
･
!
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示
す
る
｡

(
清
掃
指
導
負
)

鋳
十
八
粂
　
町
長
は
T
と
の
条
例
托
定
め
る
串
演
に
つ
S
て
調
査
指
導
単
相
怒
わ
せ
る
た
め
警
揃
紹
鮮

魚
を
健
-
こ
と
が
で
き
る
｡

2
　
清
掃
指
､
導
鼻
は
､
僻
見
の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
愈
す
る
｡

ハ
舘
拾
指
導
員
の
紅
寮
)

第
十
九
条
　
滑
掃
指
串
良
性
､
械
稚
執
行
-
た
J
h
,
常
-
の
身
-
-
鉦
-
-
し
､
 
t
脱
除

.
人
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
嘗
比
､
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
夜
S
◎

(
規
則
へ
の
峯
任
)

警
手
粂
　
こ
の
条
例
の
施
行
陀
関
し
必
要
な
事
項
誓
規
則
で
定
め
る
¢

附

　

　

　

則

こ
の
典
例
比
宮
部
四
十
四
年
十
l
月
-
日
か
ら
施
行
す
る
｡


